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火災・救急統計
消防本部 ☎981‒4119

令和７年１月～12月累計（　）内12月分 昨年同期累計
火災出動 22件 (2) 16件
火災以外の出動 446件 (43) 379件
救急出動 4,602件 (376) 4,498件
搬送人員 4,153人 (350) 4,099人

問財政課（☎983‒2879）

　12月５日に開会した令和７年八幡市議会第４回定例
会は、市が提出した議案等をすべて可決・同意し、12
月24日に閉会しました。
　12月24日に追加で提出した人事案件は、公平委員会
委員に南
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氏を選任することについて議会の同意
を求める議案です。

議案等を原案どおり可決
市議会第４回定例会

問市民課（☎0120‒038‒614）

■場所　市役所２階市民課
■対象

▼予約が必要　マイナンバーカードの交付

▼予約が不要　マイナンバーカードの申請、
電子証明書の更新、暗証番号の再設定等
※詳細は市ホームページをご確認ください。

　平日にマイナンバーカードの申請や受取が
できない人のために、休日交付窓口を開設し
ます。来庁の２日前（土日祝日除く）までに
予約の上、来庁してください。
■開設日時　２月８日（日）、３月８日（日）
　　　　　　各日午前９時～午後１時

マイナンバーカード休日交付窓口を開設

▼令和７年10月１日以降に離婚（離婚調停
中等も含む）により、児童手当の申請が
必要になった保護者
■支給日
　２月18日（水）から順次振込予定
■申請方法について
　申請が必要な人は、市ホームページの申
請フォームから電子申請してください。
※電子申請ができない場合は、必要な様式
を市ホームページから入手し、郵送か窓
口で提出してください。
※公務員は必要書類を準備し、令和７年９
月30日時点の住所地の自治体に申請して
ください。

　長期化する物価高の影響を強く受けている
子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな
成長を応援するため、子ども１人あたり２万
円を支給します。
※申請方法等は、市ホームページをご覧くだ
さい。
■支給対象児童について
❶令和７年９月分の児童手当の支給対象児童
（令和７年９月に出生した児童は10月分）
❷令和７年10月１日～令和８年３月31日に出
生した児童
■申請について
　原則、申請不要ですが、次に該当する人は
申請が必要です。

▼令和７年10月１日～令和８年３月31日に出
生した児童の児童手当受給者

▼所属庁から児童手当を受給している公務員

問家庭支援課（☎983‒1112）

物価高対応子育て応援手当

市ホームページ

問市民協働推進課（☎983‒5749） 問管理・交通課（☎983‒5144）

２八幡市地域公共交通会議

　公共交通事業者や利用者代表、行政機関などが地域
住民の生活に必要なバスやタクシーなどの公共交通に
おける課題などについて協議します。
　傍聴希望者は会議開催時間の30～10分前に直接会場
までお越しください。定員は10人（先着順）です。

▼日時　２月９日（月）午前10時～
▼場所　市役所５階会議室５‒１

１男山地域まちづくり連携協定
　年次報告会

　市、関西大学、ＵＲ都市機構は「男山地域
まちづくり連携協定」に基づき、京都府とと
もに「地域とともに元気な暮らしができる、
住みたい、住みつづけたい男山」を目指した
取り組みを進めています。
　次の日程で１年間の成果および取り組みの
進捗状況を確認する年次報告会を開催しま
す。傍聴希望者はぜひ申し込みの上、ご参加
ください。

報告会等傍聴できます

▼日時　２月５日（木）午後２時～
　　　　（開場は午後１時40分～）

▼場所　市役所５階会議室５‒１、５‒２

▼申込方法（先着順）　２月３日（火）まで
に次のいずれかの方法でお申
し込みください。
❶申込フォーム（右記の二次元
コードから申請可）
❷メール（住所、氏名、電話番号を記載し、
shiminkyou@mb.city.yawata.kyoto.jp
へ）

公共施設を「箱」にしないために
　日本各地が冷たい空気に包まれ、凍えるような寒
さが続いています。皆様暖かくしてお過ごしでしょ
うか。
　さて、年が明けて間もなく衆議院解散総選挙に突
入し、大変慌ただしい状況となりました。選挙事務
を担う自治体としては、皆様に投票ハガキをお届け
する手配すら大変タイトなスケジュールです。期日
前投票の前半には、大変恐縮ですがハガキの到着が
間に合いません。ハガキが無くても選挙人名簿に登
録されていれば投票することができますので、直接
投票所へお越しいただければと思います。
　さて、新庁舎横の旧庁舎跡地に計画中の「防災・
市民広場」の基本設計書が出来上がりました。この
計画は、昨年に全３回のワークショップを開催し、
小学生から高齢者まで、なんと各回100人前後の人
にご参加いただき、非常に活発で前向きなご意見を
沢山いただきながら、ともに創り上げたものです。
公共施設で大切なのは「使う皆様の気持ちが反映さ
れ、愛着を持っていただけるか」だと思います。ぜ
ひ、あなたのご意見をお寄せください。お待ちして
います。

問まちづくり推進課（☎983‒3360）

■定員　200人程度
申二次元コードを読み込み、必
要事項を入力し、お申し込みください。
※インターネットからの申し込みが困難な
人は、まちづくり推進課までご連絡くだ
さい。

　八幡市がめざす「石清水八幡宮駅周辺のま
ちづくり」について、皆さんとともに考え、
一緒にまちづくりの取り組みを進めるための
シンポジウムを開催します。
■日時　３月14日（土）午前10時～正午
■場所　文化センター４階小ホール

石清水八幡宮駅周辺まちづくりシンポジウム開催

意見を募集します。
■募集対象　市内在住、在勤、在学
の人および市内に事業所（事務所）
を有する人
■閲覧時期と募集期間
　２月２日（月）～21日（土）
■閲覧場所　市役所２階閲覧コーナ
ー、市ホームページ、八幡人権・
交流センター、有都交流センター、

　｢第５次八幡市総合計画｣ に掲げ
た「ともに支え合う『共生のまち　
やわた』」の実現のため、人権教育・
啓発を総合的かつ計画的に推進する
「八幡市人権のまちづくり推進計画」
の改訂作業を行っています。
　このたび、市民意識調査アンケー
トの結果等を踏まえ本計画の素案が
まとまりましたので、皆さんからの

生涯学習センター
■提出先と提出方法　様式に定めは
ありません。あなたの意見、住所
（所在地）、氏名（法人名等）、電
話番号を記入し、次のいずれかの
方法でご提出ください。
❶郵送または持参
〒614-8073　八幡軸63　八幡人
権・交流センター内　人権政策課

❷ファックス送信
❸市ホームページの
　専用フォーム
■注意事項　いただい
たご意見は市ホーム
ページ等で後日公表する予定で
す。電話、口頭でのご意見は正確
に保存できない可能性があり、お
断りしています。また、個々の意
見等に対して、直接回答は行って
おりません。

問人権政策課（☎981‒3127､ ＦＡＸ983‒4545）

第３次八幡市人権のまちづくり推進計画素案に意見を募集


